
 

 

 

 

 

○自地域の総括的概要と現状課題 

市浦地域の主要産業はまず漁業と農業があげられる。 

漁業については、十三湖で獲れるしじみは年間１，０００ｔ以上の漁獲量があり、知名度も

高く、ブランド商品となっている。また、しじみに関連するものとして、しじみラーメンやしじ

みエキスドリンクなどしじみ加工品も特産品として定着しており、当地域の重要な産業の１つ

に位置付けられている。 

農業については、当地域の特産品である「桃太郎トマト」は京浜地区の査定会で品質が日

本国内１位に選ばれ、市浦ブランドを確立している。 

そのほか、明治から昭和にかけて林業が盛んであったことから製材業が点在しており、建

築材のほか青森ヒバの加工品を産業としている製材所もある。また、畜産業として市浦牛が

あるが、飼育頭数は多くはなく、道の駅十三湖高原内でのみ提供されている。 

五所川原市の総合計画では“地域産業が持続的に発展していくためには、その担い手で

ある中小企業・小規模事業者の経営の向上が不可欠となっています。”、“地域経済や雇用

を支える地域産業の活力を高めるためには、成長性の高い分野での起業・創業や、事業承

継による新陳代謝を高めていく必要があります。”としている。 
 

○人口動態 

人口は、昭和３５年には 5,557人あったが、令和２年では 1,790人と６７．８％減少して

おり、また、６５歳以上の老齢人口割合は、平成７年では２２．９％であったものが令和２年で

は４７．８％と２倍以上となっている。国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推

計人口」によると、五所川原市全域の将来推計人口は令和２年以降も総人口、年少人口、生

産年齢人口がいずれも減少を続け、６５歳以上の割合が増加していくことが予測されている。 
 

○商工業者や小規模事業者の動向 

令和３年経済センサス活動調査によると市浦地域の商工業者数は９０者、うち小規模事

業者数が８５者である。県商工会連合会が作成した商工会組織のあり方を協議するガイドラ

インによると、当地域の小規模事業者数の減少率は年１．７％であり、令和１５年度には商工

業者数７９者、小規模事業者数７５者となる見込みである。 
 

令和３年経済センサス活動調査結果に基づく商工業者数 

商工業者数 ①卸売業 ②小売業 ③サービス業 ①②③以外の産業  うち小規模事業者数  

９０ ５ ２２ １７ ４６ 85 

 

○その他産業構造など特記事項 

当地域の卸・小売業は、平成２５年度末は４３者あったが、令和５年度末は１９者となって

いる。特に食料品を取り扱う店は地域全域で３件しかなく、食料品が購入できない地区も出

てきており、買い物難民と呼ばれる住民が増加してきている。 

飲食店も、平成２５年度末は 13 者あったものが、令和５年度末は 6 者と減少しており、

夜間の飲食店においては１店舗しかなく、酒席・宴席は地域外へ求める場合も少なくない。 

市浦商工会行動プラン 

～テーマ：人口減少社会における小規模事業者の維持・発展に向けた企業支援～ 

（１）商工会を取り巻く環境の現状と将来の姿 



 

 

 

 

○基本的な考え方（ビジョン） 

小規模事業者の維持、発展に必要な円滑な事業承継を促進することで地域インフラを支

え、地域ブランドの活用による地域活性化に取り組み地元中小・小規模事業者の持続的発

展に貢献します。 

 

○主な重点推進施策 

 

 

 

 

 

 

○支援１２項目の現状数値と数値目標の達成 

支援項目 創業支援 事業承継 経営革新計画 経営力向上計画 

現在値 0 件 1 件 0 件 0 件 

目標値 2 件 2 件 1 件 1 件 

支援項目 持続化補助金 経営計画策定支援 経営改善普及事業 マル経融資・件数 

現在値 3 件 0 件 176 件 3 件 

目標値 1 件 5 件 355 件 2 件 

支援項目 マル経融資・額 記帳継続指導 記帳機械化 労働保険 

現在値 13,680 千円 15 件 30 件 0 件 

目標値 9,877 千円 16 件 8 件 44 件 

   ※現在値は令和５年度の値、目標値は１０年後の目標値 

 

○上記以外の具体的な取り組み 

   地域資源を活用した新たな商品化を促進するための消費者ニーズ調査 

 

 

○あるべき体制 
現在、本会は経営指導員１名、補助員１名、記帳専任職員１名の計３名で運営しているが、

複数経営指導員による事業者支援体制による伴走型支援体制の確立のため金木商工会と

の広域連携を継続・強化していく。 

 

 

金木商工会との広域連携は具体的な事業者支援体制を５年以内に確立させる。 

 

 

 

 

 

・小規模事業者の維持・発展に向けた事業承継支援の強化 

・伴走型支援の強化による経営発達支援事業及び経営改善普及事業の実施  

・市浦地区の地域資源の魅力を活かした地域のにぎわいづくり推進  

・地域インフラの維持 

 

（２）重点推進施策 

（３）重点推進施策を推進するための具体的な取り組み 

（４）実施し得る体制（環境） 

（５）体制（環境）づくり（時間軸） 


